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議案第４０号 

小田原市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例の一部を改正す 

る条例 

小田原市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例（昭和４１年小田原市条

例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３項第１号中「居住している」を「居住し、勤務し、又は通学する」に改め

る。 

第５条第２項第２号を次のように改める。 

(2) 第３条第３項第１号に該当しなくなったとき。 

第１２条の見出しを「（年額報酬）」に改め、同条第１項中「報酬」を「年額報酬」

に改め、同条第２項中「報酬の」を「年額報酬の」に改める。 

第１３条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（出動報酬）」を付し、同条中

「費用弁償」を「出動報酬」に改める。 

第１４条に見出しとして「（費用弁償）」を付し、同条第１項中「前条の場合を除

き、」を削る。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１３条関係） 

区分 報酬額 

災害出動 １日につき（４時間以下の場合） ４，０００円 

１日につき（４時間を超える場合） ８，０００円 

警戒出動 １日につき ３，５００円 

訓練等出動 １日につき ３，５００円 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

令和 ４ 年 ２ 月１６日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦 
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（理由） 

消防団員の処遇等に関する検討会の中間報告を踏まえ、消防庁において非常勤消防団

員の報酬等の基準が策定されたことに伴い、これに準じて本市の非常勤消防団員に係る

出動報酬を新設する等のため提案するものであります。 


